
東京電力（株）　福島第二原子力発電所

平成２６年　５月２８日に不適合管理委員会で審議された不適合は、下記のとおりです。

該当なし

該当なし

該当なし

2   件

NO. 号機等 不適合件名 グレード 備考

1 2号機

常／非常用照明分電盤（ＥＬＰ－２ＲＢ１３）の配線用しゃ断器（ＣＫＴ－１０）のケーブル廻りにおいて、黄
色い析出物及び盤内下部に茶色い液体があり、絶縁抵抗測定を実施したところ当該配線用しゃ断器の
み測定値が低め（ＣＫＴ－１０：１９ＭΩ程度、その他のＣＫＴは５００ＭΩ以上）であることが認められたた
め、当該配線用しゃ断器の析出物及び盤内の茶色い液体の発生原因を調査。
なお、常／非常用照明分電盤（ＥＬＰ－２ＲＢ１３）は上流側の電源を開放中。

ＧⅢ

2 その他

当所構内物揚場において、がれき撤去作業中、路肩コンクリートブロック（約４５Kg）をユニック車から降ろ
す際に右手薬指第一関節を挟み負傷した。
なお、翌日に外部医療機関にて診察を受けた結果、右手第四指々骨骨折、右手第四指挫創と診断され
た。

ＧⅢ

区分　Ⅲ：

そ の 他：

区分　Ⅰ：

区分　Ⅱ：

平成２６年度　不適合管理委員会報告情報（平成２６年　５月２８日（水）分）

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為（判断）とは異なる行為（判断）を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。


